
�金沢市告示第200号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条の２第１項の規定により､ 地縁による団体の認可をしたので､ 同条第

10項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保

１ 名称

東蚊爪町会

２ 規約に定める目的

この会は､ その区域の住民相互の連絡､ 環境の整備､ 集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資

する地域的な共同活動を行うことを目的とする｡

３ 区域

４ 事務所

金沢市東蚊爪町ホ29番地

５ 代表者の氏名及び住所
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告 示

町の名称 字 地 番

東 蚊 爪 町 全域

東蚊爪町１丁目 全域

東蚊爪町２丁目 全域

大 浦 町 ル 50番～53番､ 54番１､ 55番１､ 56番１､ 56番４､ 56番５､ 58番２､ 60番１､ 61番１､ 61番

４､ 62番１､ 67番２､ 70番１

ヲ 38番１､ 38番７､ 38番８､ 39番１､ 39番３､ 39番４､ 43番１､ 44番１､ 44番２､ 44番４～

44番６､ 44番８～44番11､ 47番１～47番４､ 48番２､ 48番３､ 58番１､ 59番１､ 60番１､

60番３～60番９､ 61番３､ 61番４､ 62番１､ 62番３､ 63番１､ 64番１､ 64番３､ 65番１､

65番４､ 66番１､ 67番１､ 68番１､ 68番２､ 68番４､ 69番１､ 70番１､ 71番１､ 72番１､

72番４､ 72番５､ 73番１､ 74番１､ 74番２､ 74番４､ 74番６､ 75番１､ 75番４､ 76番１､

76番４､ 77番１､ 78番１､ 79番１､ 79番４､ 80番１

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

第２５２１号
平成18年 (2006年) ６月21日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)



野村 裕久

金沢市大浦町ヲ44番地８

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無

なし

７ 代理人の有無

なし

８ 規約に定めた解散の事由

� 民法第68条第１項第３号及び第４号並びに第２項の規定による解散

� 総会員の４分の３以上の同意による総会の議決

９ 認可年月日

平成18年６月21日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第201号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条の２第11項の規定により､ 地縁による団体の告示された事項の変更の

届出があったので､ 同条第10項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保

金沢市農業振興地域整備計画を変更するため､ 農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号) 第13条第

４項において準用する同法第11条第１項の規定により公告し､ 当該農業振興地域整備計画の変更案及び当該農業振興

地域整備計画を変更しようとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します｡

なお､ 当該農業振興地域整備計画の変更案のうち､ 農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有

者その他その土地に関し権利を有する者は､ 当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは､ 本市にこれを

申し出ることができます｡

また､ 当該農業振興地域整備計画の変更案について意見のある本市の住民は､ 本市に対して意見書を提出すること

ができます｡ 提出された意見書については､ その要旨及び処理結果を公告します｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧の期間及び場所

� 期間

平成18年６月21日から同年７月21日まで

� 場所

金沢市広坂１丁目１番１号 金沢市産業局農林部農林総務課

２ 農用地利用計画の変更案に対する異議の申出先､ 申出方法及び申出期限

� 申出先

金沢市産業局農林部農林総務課

� 申出方法

書面により持参又は郵送 (郵送による場合は､ 申出期限までに必着のこと｡)
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区 分 変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

東入江町会 代表者の氏名

及 び 住 所

村 田 敏

金沢市入江１丁目375番地

中 嶋 靖 雄

金沢市入江１丁目269番地
平成18年３月26日

大樋町町会 事 務 所 の

所 在 地
金沢市大�町５番12号 金沢市大�町４番12号 平成18年４月16日

代表者の氏名

及 び 住 所

岡 谷 利喜夫

金沢市大�町５番12号

� 村 藤 衛

金沢市大�町４番12号
平成18年４月16日

公 告



� 申出期限

平成18年８月７日

３ 意見書の提出先､ 提出方法及び提出期限

� 提出先

金沢市産業局農林部農林総務課

� 提出方法

持参又は郵送 (郵送による場合は､ 提出期限までに必着のこと｡)

� 提出期限

平成18年７月21日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号) 第６条第６項の規定により農業経営基盤強化促進基本構想を変更

したので､ 同条第７項の規定により公告し､ その関係書類を金沢市産業局農林部農林総務課に備え置いて縦覧に供し

ます｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第４条第１項の規定により､ 次の者を浄化

槽保守点検業者登録簿に登録したので公告します｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により､ 次の都市計

画事業の事業計画の変更を認可した旨の北陸地方整備局長の告示があり､ かつ､ 関係図書の写しの送付を受けたので､

同法第63条第２項において準用する同法第62条第２項の規定により､ 当該図書の写しを公衆の縦覧に供するとともに､

都市計画法施行規則 (昭和44年建設省令第49号) 第49条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次の開発行為に関する工事が完了し､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので､ 同条第３項の規定により公告します｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保

１
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登録番号 名 称 住 所 登録年月日

72 北陸フジクリーン株式会社 富山市塚原６番地の１ 平成18年６月６日

都市計画事業の種類及び名称 施行者の名称 事業施行期間 事 業 地 縦覧場所

金沢都市計画事業３・３・11号

専光寺野田線

石 川 県 平成14年10月30日から

平成23年３月31日まで

� 収用の部分

平成14年10月30日北

陸地方整備局告示第103

号の事業地に金沢市平

和町二丁目､ 三丁目及

び一丁目を加える｡

� 使用の部分

なし

金 沢 市

都市整備局

土 木 部

道路建設課



２

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号に規定する道路の位置を指定したので､ 建築基準法施行

規則 (昭和25年建設省令第40号) 第10条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成18年６月21日

金沢市長 山 出 保

新たに指定した道路の位置等

�金沢市農業委員会告示第10号

農業委員会等に関する法律 (昭和26年法律第88号) 第22条第４項において準用する同法第21条第１項の規定により､
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開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市小坂町北13番１ 金沢市小坂町東101番地

百々 小一

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 公共施設の種類､ 位置及び区域 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市玉鉾５丁目48番１から48番５ま

で及び49番１から49番４まで並びに50

番１から50番８まで

道路 金沢市玉鉾５丁目48番５､ 49

番４及び50番７並びに50番８

金沢市高尾台１丁目303番地

松美不動産株式会社

代表取締役 中村 猛

金沢市円光寺３丁目83番１から83番５

まで

道路 金沢市円光寺３丁目83番５ 金沢市富樫１丁目２番10号

株式会社 杉本住宅

代表取締役 杉本 誠二

金沢市北安江４丁目1738番１から1738

番６まで､ 1741番､ 1742番１から1742

番６まで及び1744番

道路 金沢市北安江４丁目1738番６､

1741番､ 1742番６及び1744番

水路 金沢市北安江４丁目1738番５

及び1742番５

金沢市駅西新町３丁目１番35号

中村住宅開発株式会社

代表取締役 中村 久雄

金沢市金石本町ニ61番２､ 61番５から

61番14まで

道路 金沢市金石本町ニ61番９及び

61番14

金沢市玉鉾１丁目302番地

株式会社 トミワ

代表取締役 橘 富雄

金沢市松村７丁目72番１から72番５ま

で及び149番の一部

道路 金沢市松村７丁目72番４及び

149番の一部

金沢市北町乙64番地７

株式会社 ダイトク不動産

代表取締役 勘村 哲之

金沢市緑が丘389番１及び389番４から

389番10まで

道路 金沢市緑が丘389番４及び389

番９

大阪府豊中市新千里西町１丁目１番

４号

パナホーム株式会社

代表取締役 田尻 勝彦

金沢市北町乙８番１から８番５まで 道路 金沢市北町乙８番４ 金沢市北安江１丁目14番９号

有限会社 双和産業

代表取締役 加藤 登志夫

金沢市畝田中３丁目29番１､ 29番３及

び29番４

道路 金沢市畝田中３丁目29番４ 富山県富山市荒町２番21号

堤地所株式会社

代表取締役 北川 敏範

指定年月日
道 路 の 位 置

起 点 終 点 幅員 (ｍ) 延長 (ｍ)

平成18年６月１日 金沢市八田町東1463番先 金沢市八田町東1464番先 6.12 20.50

農 業 委 員 会 告 示



第588回金沢市農業委員会農地部会を招集し､ 金沢市農業委員会会議規則 (昭和36年農業委員会規則第３号) 第12条

において準用する同規則第３条第１項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成18年６月21日

金沢市農業委員会

農地部会長 島 田 傳 治

１ 日時

平成18年６月28日午後３時30分

２ 場所

金沢市議会全員協議会室

３ 議案

� 農地法 (昭和27年法律第229号) 第３条第１項に規定する許可の申請について

� 農地法第４条第１項に規定する許可の申請に対する意見決定について

� 農地法第５条第１項に規定する許可の申請に対する意見決定について

� 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

� 非農地証明願について

� 農用地利用集積計画の決定に対する意見決定について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�正 誤

○平成18年３月31日付け金沢市公報号外第８号の８
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頁 箇 所 誤 正

67 下から８行目 様式第５号の２
様式第５号を削り､ 様式第５号の２を様

式第５号とし､ 同号

68 下から５行目 (利用者負担の額の特例) (利用者負担額の特例)

91 下から23行目 特定入所者食費等給付費申請書 特定入所者食費等給付費支給申請書
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